
求人者マイページ操作方法
【求人取り消し】

発行元：ハローワーク鳥栖

※このマニュアルは、求人者がよく利用する代表的な操作方法のひとつです。
ハローワーク鳥栖では、このほかにも代表的な操作方法のマニュアルを提供しており
ますが、すべての操作方法ではありません。すべての操作方法をご覧になりたい場合
は、ハローワークインターネットサービスに掲載されている「求人者マイページ利用
者マニュアル」をご覧ください。

※マイページの操作方法について、お問い合わせは専用のヘルプデスク（電話番号：
0570 - 077450）にお願いいたします。求人の制度や条件に関するお問い合わせはハ
ローワークにお願いいたします。



～はじめに～

• 求人取り消しとは、採用者が決まって求人が必要なくなった場合や、採用計画の変更
によりすぐに求人が必要ない場合に取り消しをする処理のことです。

• 多数の応募者があった場合や応募期限日を定めておりその期限日に達した場合などに、
一旦求人の公開を止めたい場合には本処理ではなく「紹介保留」をしてください。

• 応募者の選考結果が決まっている場合は、本処理の前に選考結果の登録を行ってくだ
さい。

• 求人無効後（求人取り消し処理後）の翌々々月末を過ぎると、求人者マイページ上で
以下の機能が利用できなくなります。

 選考中の応募者とのメッセージの送受信

 応募者の応募情報や応募書類の確認

 応募者への選考結果の連絡

 ハローワークへの選考結果の登録



①

公開中

をクリック

佐賀労働局(鳥栖公共
職業安定所) 様

管轄安定所名：鳥栖
公共職業安定所



公開中

②

をクリック



③

をクリック



④

をクリック



この画面になりましたら完了です。⑤


